
熊本県情報公開審査会答申の概要 
（平成２７年２月６日付け答申第１１６号） 

 
１ 事案の概要  

H25.7.1  異議申立人 
情報公開条例（以下「条例」）に基づき、知事（以下「実施機関」）に対

し、次の文書を開示請求（以下「本件開示請求」）。 
「水俣病認定申請棄却処分取消等請求上告受理申立て事件に関する上訴で、

熊本県は最高裁に平成２４年４月２７日付けで「上告受理申立て理由書」を

提出した。この理由書は、水俣病患者である○○○○氏を否定する理由とし

て「○○○の世帯は農家であり、魚介類の喫食頻度も２日に１回程度」（４

５頁）とした。県がこれらの根拠とした、その資料の開示を求める。」 
H25. 8.13  実施機関 

本件開示請求に該当する行政文書として、水俣病関係訴訟の上告受理申立

てに当たって最高裁判所に提出した「上告受理申立て理由書」の「根拠資料」

（以下「本件行政文書」）を特定し、条例第７条第２号に該当することを理

由に不開示決定（以下「本件不開示決定」。） 

H25.10.17 異議申立人 
本件不開示決定を不服として、異議申立て。 

H25.10.24 実施機関 

情報公開審査会に諮問（諮問第１５７号）。 
 
２ 当事者の主張の趣旨  
（１）異議申立人 

 ・本件不開示決定を取り消して、開示することを求める。 

 ・この不開示は、熊本県と環境省にとって都合が悪いこと、異議申立人には知られて

は困ることが根拠資料に記載されていることから、実施機関と水俣病審査課は「農家」

等の記載を明らかにしようとしないのであった。この隠蔽体質こそが長い年月に渡っ

て○○氏を放置してきた最大の要因であったにもかかわらず、実施機関は、無責任に

も異議申立人の請求を不開示にしたのである。 

・異議申立人は、熊本県が○○家に対して卑劣で悪質極まりないことが根拠資料に記

載されていたことから、それをひた隠しにしようとしたのが、実施機関が審査会に提

出した理由説明書であったものと考える。 
（２）実施機関 

本件行政文書の内容は、個人の生活状況を明らかにする個人に関する情報であると

ともに、その名称も個人の活動を明らかにする個人に関する情報である。よって、条

例第７条第２号の規定により、文書名も含めて不開示とした。 

 

３ 審査会の判断  

（１）結論 
   実施機関が本件行政文書について行った不開示決定は、妥当である。 

（２）理由 



当審査会で本件行政文書を見分したところ、当該文書には、個人の心身に関する

状況等が記載されており、当該文書名を含め、その全体が、特定個人に関する情報

であることが認められる。 



 
 

 

 

諮問実施機関：熊本県知事 
諮問日   ：平成２５年１０月２４日（諮問第１５７号） 
答申日   ：平成２７年○２月〇６日（答申第１１６号） 
事案名   ：水俣病関係訴訟の上告受理申立てに当たって最高裁判所に提出した

「上告受理申立て理由書」の「根拠資料」の不開示決定に関する件
（水俣病審査課分） 

 

答  申 
 

第１ 審査会の結論 

熊本県知事（以下「実施機関」という。）が、水俣病関係訴訟（以下「本

件訴訟」という。）の上告受理申立てに当たって最高裁判所に提出した「上

告受理申立て理由書」の「根拠資料」（以下「本件行政文書」という。）に

ついて、平成２５年８月１３日に行った不開示決定は、妥当である。 

 
第２ 諮問に至る経過 
１ 平成２５年７月１日、異議申立人は、熊本県情報公開条例（平成１２年

熊本県条例第６５号。以下「条例」という。）第５条の規定に基づき、実施

機関に対し、次の行政文書の開示請求（以下「本件開示請求」という。）を

行った。 
   「水俣病認定申請棄却処分取消等請求上告受理申立て事件に関する上訴で、

熊本県は最高裁に平成２４年４月２７日付けで「上告受理申立て理由書」

を提出した。この理由書は、水俣病患者である○○○○氏を否定する理由

として「○○○の世帯は農家であり、魚介類の喫食頻度も２日に１回程度」

（４５頁）とした。県がこれらの根拠とした、その資料の開示を求める。」 

２ 平成２５年８月１３日、実施機関は、本件行政文書について、条例第７

条第２号に該当することを理由に不開示決定（以下「本件不開示決定」と

いう。）を行った。 

３ 平成２５年１０月１７日、異議申立人は、行政不服審査法（昭和３７年

法律第１６０号）第６条の規定に基づき、実施機関に対して本件不開示決定

を不服とする異議申立てを行った。 
４ 平成２５年１０月２４日、実施機関は、この異議申立てに対する決定を

行うに当たり、条例第１９条第１項の規定に基づき、当審査会に諮問を行っ

た。 

 

第３ 異議申立人の主張 

１ 異議申立ての趣旨 

  本件不開示決定を取り消して、開示することを求める。 

２ 異議申立ての理由 

  異議申立ての理由は、異議申立書等によれば、おおむね以下のとおりで



 
 

 

 

ある。 

（１）異議申立人は、実施機関が審査会に提出した理由説明書を「水俣病被

害者の人権を軽視するものだ」と言いたい。 

（２）これは〇〇氏及び異議申立人の「知る権利」を不当に害するもので、

実施機関の妨害行為であった。 

（３）さらには、この不開示は、熊本県と環境省にとって都合が悪いこと、

異議申立人には知られては困ることが根拠資料に記載されていることか

ら、実施機関と水俣病審査課は「農家」等の記載を明らかにしようとし

ないのであった。この隠蔽体質こそが長い年月に渡って○○氏を放置し

てきた最大の要因であったにもかかわらず、実施機関は、無責任にも異

議申立人の請求を不開示にしたのである。 

（４）異議申立人は、熊本県が○○家に対して卑劣で悪質極まりないことが

当該資料に記載されていたことから、それをひた隠しにしようとしたの

が当該説明書であったものと考える。 

（５）異議申立人は、熊本県知事らの責任を追及するつもりでいることから、

当該資料は欠かせないものであった。 

（６）実施機関が本件行政文書の文書名も明らかにしないとして不開示とし

たのは理由がないことから、この判断は「不当」であり、異議申立人は、

この処分を取り消し、開示することとしたい。 

 

第４ 実施機関の説明要旨 
実施機関からの理由説明書等での説明内容を要約すれば、おおむね以下

のとおりである。 
１ 本件行政文書について 
  本件行政文書は、本件訴訟の上告受理申立てに当たって最高裁判所に提

出した「上告受理申立て理由書」の中で、○○○○氏のメチル水銀への曝

露状況を裁判所に対して主張するために「○○○の世帯は農家であり、魚

介類の喫食頻度も２日に１回程度」と記載する根拠となった資料である。 
 ２ 条例第７条第２号該当性について 

本件行政文書は、上記１に記載のとおりであり、当該資料の内容は、個

人の生活状況を明らかにする個人に関する情報であるとともに、その名

称も個人の活動を明らかにする個人に関する情報である。 

よって、条例第７条第２号の規定により、文書名も含めて不開示とし

た。 
 

第５ 審査会の判断 

当審査会は、異議申立人の主張内容及び実施機関の説明内容に基づき、

本件不開示決定の妥当性について調査、審議した結果、以下のように判



 
 

 

 

断する。 
１ 本件開示請求について 
  本件開示請求は、県が本件訴訟において、最高裁判所に提出した上告受

理申立て理由書中、特定個人の世帯が農家である等の記載に係る根拠資料

の開示を求めたものである。 
２ 条例第７条第２号の規定について 

条例第７条第２号本文は、不開示情報として、「個人に関する情報（事 

業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。）であって、当該情報に含

まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することが

できるもの（他の情報と照合することにより、特定の個人を識別すること

ができることとなるものを含む。）又は特定の個人を識別することはでき

ないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがある

もの。」と規定している。 
同号は、個人の尊厳及び基本的人権の尊重の立場から、個人の権利利益

の十分な保護を図るため、個人に関する情報であって、特定の個人が識別

されうるような情報が記録されている行政文書については、原則として不

開示とすることを定めるとともに、特定の個人を識別することはできない

が、なお個人の権利利益を害するおそれのある情報が記録されている行政

文書についても、同様に不開示とすることを定めたものである。 

３ 本件不開示決定の妥当性について 
当審査会で本件行政文書を見分したところ、当該文書には、個人の心

身に関する状況等が記載されており、当該文書名を含め、その全体が、

特定個人に関する情報であることが認められる。 
したがって、実施機関が本件行政文書について、条例第７条第２号に

該当するとして、文書名も含めた不開示決定は、妥当である。 
なお、当審査会としては、本件開示請求が、特定個人の世帯が農家で

あることを前提に請求された内容のものであり、本件行政文書の存否を

明らかにした場合、特定個人の世帯が農家であるかどうかという個人に

関する情報を明らかにしてしまう結果となるのではないかと考えたため、

実施機関に説明を求めたところ、当該情報は、実施機関が、本件訴訟に

おいて裁判所に提出した上告受理申立て理由書に記載し、その根拠とな

る資料の存在を公にしており、かつ、本件開示請求の時点において、上

告受理申立て理由書に記載された内容が、本件訴訟の関係者によりホー

ムページにも掲載され、公知の事実となっていたため、本件行政文書の

存否を明らかにしたということであった。 
このことからすれば、本件行政文書の存否を明らかにしたとしても、

不開示情報を開示することとはならないと認められる。 
 
 



 
 

 

 

５ 結論 
以上により、冒頭の「第１ 審査会の結論」のとおり判断する。 

 

 

 

熊本県情報公開審査会 

会     長 馬場  啓 

会長職務代理者 上拂 耕生 

委     員 石井 麻衣子 

委     員 立石 邦子 

委     員 原島 良成 

 

 

 

審 査 の 経 過 

 

 

年 月 日 

 

審 査 の 経 過 

 

平成２５年１０月２４日 

 

平成２５年１１月２９日 

 

平成２５年１２月２０日 

 

平成２６年 １月１４日 

 

平成２６年 ３月１０日 

 

平成２６年 ４月２４日 

 

平成２６年 ５月１９日 

 

平成２６年 ６月 ９日 

 

・諮問（第１５７号） 

 

・実施機関から不開示決定理由説明書を受理 

 

・異議申立人から意見書を受理 

 

・審議 

 

・実施機関からの説明聴取、審議 

 

・審議 

 

・審議 

 

・審議 



 
 

 

 

 

 

 

 

年 月 日 

 

審 査 の 経 過 

 

平成２６年 ７月１４日 

 

平成２６年 ８月１１日 

 

平成２６年 ９月 ８日 

 

平成２６年１０月１５日 

 

平成２６年１１月１０日 

 

平成２６年１２月 ８日 

 

平成２７年 １月２０日 

 

・審議 

 

・審議 

 

・審議 

 

・審議 

 

・審議 

 

・審議 

 

・審議 


